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令和８年度「水質検査計画」 

 

Ⅰ はじめに 

１ 水質検査計画とは 

 

水質検査は、赤穂市の水道水が水道法で規定された水質基準に適合し、安全であることを証

明するために不可欠であり、水質管理において中核をなすものです。 

「水質検査計画」とは、水質検査を適切に実施するために、水質検査項目、採水場所、検査

回数及び検査方法等を定めたものです。 

この度、赤穂市では、水源種別、過去の水質検査結果及び水源周辺の状況等について総合的

に検討し、令和８年度の「水質検査計画」を策定しました。 

 

２ 水質検査計画の内容 

 

（１） 基本方針              （６） 水質検査方法 

（２） 水道事業の概要           （７） 臨時の水質検査 

（３） 水源周辺環境及び水道水の状況    （８） 水質検査計画及び検査結果の公表 

（４） 水質検査地点            （９） 水質検査の精度と信頼性保証 

（５） 水質検査項目と検査頻度       （10） 関係者との連携 

   

３ 水質検査項目 

 

（１）水質基準項目（５２項目） 

     健康に影響を及ぼすおそれのあるもの、又は市民生活に支障を来たすおそれがあることか

ら、下記の表１－１の５２項目については、水道法により水質検査が義務付けられています。 

 

表１－１：水質基準項目（５２項目） 

番号 項 目 基準値 番号 項 目 基準値 

1 一般細菌 100 個/ml 以下 27 臭素酸 0.01 ㎎/l 以下 

2 大腸菌 検出されないこと 28 総トリハロメタン 0.1 ㎎/l 以下 

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 ㎎/l 以下 29 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎/l 以下 

4 水銀及びその化合物 0.0005 ㎎/l 以下 30 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎/l 以下 

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎/l 以下 31 ブロモホルム 0.09 ㎎/l 以下 

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎/l 以下 32 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎/l 以下 

7 ヒ素及びその化合物 0.01 ㎎/l 以下 33 亜鉛及びその化合物 1.0 ㎎/l 以下 

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎/l 以下 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎/l 以下 

9 亜硝酸態窒素 0.04 ㎎/l 以下 35 鉄及びその化合物 0.3 ㎎/l 以下 

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎/l 以下 36 銅及びその化合物 1.0 ㎎/l 以下 



- 2 - 

  

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 ㎎/l 以下 37 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎/l 以下 

12 フッ素及びその化合物 0.8 ㎎/l 以下 38 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎/l 以下 

13 ホウ素及びその化合物 1.0 ㎎/l 以下 39 塩化物イオン 200 ㎎/l 以下 

14 四塩化炭素 0.002 ㎎/l 以下 40 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 ㎎/l 以下 

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 ㎎/l 以下 41 蒸発残留物 500 ㎎/l 以下 

16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗ

ﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
0.04 ㎎/l 以下 42 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎/l 以下 

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎/l 以下 43 ジェオスミン 0.00001 ㎎/l 以下 

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎/l 以下 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎/l 以下 

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎/l 以下 45 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎/l 以下 

20 PFOS 及び PFOA 0.00005mg/l 以下 46 フェノール類 0.005 ㎎/l 以下 

21 ベンゼン 0.01 ㎎/l 以下 47 有機物（全有機炭素） 3 ㎎/l 以下 

22 塩素酸 0.6 ㎎/l 以下 48 pH 値 5.8 以上 8.6 以下 

23 クロロ酢酸 0.02 ㎎/l 以下 49 味 異常でないこと 

24 クロロホルム 0.06 ㎎/l 以下 50 臭気 異常でないこと 

25 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎/l 以下 51 色度 ５度以下 

26 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎/l 以下 52 濁度 ２度以下 

 

（２）水質管理目標設定項目（２６項目） 

   水質基準とするには至らないが、水道水中で検出される可能性があるなど水質管理上留意

すべき物質（項目）であり、水質基準に準じて水質検査を行い、知見を集積していくことが

望ましいとされている次の表１－２に示す２６項目が水質管理目標設定項目となります。 

 

表１－２：水質管理目標設定項目（２６項目） 

番号 項 目 目標値 番号. 項 目 目標値 

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合

物 

0.02 ㎎/l 以下 14 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.01 ㎎/l 以下 

2 ｳﾗﾝ及びその化合物 0.002 ㎎/l 以下(暫定) 15 遊離炭酸 20 ㎎/l 以下 

3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 0.02 ㎎/l 以下 16 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.3 ㎎/l 以下 

4 1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎/l 以下 17 ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 0.02 ㎎/l 以下 

5 トルエン 0.4 ㎎/l 以下 18 有機物（KMnO4 消費量） 3 ㎎/l 以下 

6 フタル酸ジ 0.08 ㎎/l 以下 19 臭気強度(TON) 3 以下 

7 亜塩素酸 0.6 ㎎/l 以下 20 蒸発残留物 30～200 ㎎/l 

8 二酸化塩素 0.6 ㎎/l 以下 21 濁度 1 度以下 

9 ジクロロアセトニトリル 0.01 ㎎/l 以下(暫定) 22 pH 値 7.5 程度 

10 抱水クロラール 0.02 ㎎/l 以下(暫定) 23 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) -1 程度以上（極力 0) 

11 農薬類 
検出値と目標値の比の和

として、1 以下 24 従属栄養細菌 2000 個/ｍｌ以下(暫定) 

12 残留塩素 １㎎/l 以下 25 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/l 以下 

13 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10～100 ㎎/l 26 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/l 以下 
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（３）市が独自に設定する検査項目（１２項目） 

   浄水場の維持管理上、又は水源の状況を把握するために必要な項目であり、次の表１－３

に示す１２項目を本市が独自に設定します。 

 

 

 

 

 

表１－３：市独自設定項目（１２項目） 

番号 項 目 番号 項 目 

１ 色 ７ 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

２ 濁り ８ 浮遊物質（ＳＳ） 

３ pH 値 ９ 侵食性遊離炭酸 

４ 水温 10 嫌気性芽胞菌 

５ 導電率 11 クリプトスポリジウム 

６ アンモニア態窒素 12 ジアルジア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期的な水質検査 

水道法で検査が義務付け

られている項目 

 

水質管理上必要と判断

した項目 

毎日検査項目 

３項目 

水質基準項目 

５２項目 

水質管理目標設定項目 

２６項目 

市独自設定項目 

１２項目 
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Ⅱ 水質検査計画 

１ 基本方針 

（１） 検査地点は、水道法で検査が義務付けられている給水栓に加えて、各水源地及び千種

川河川水（木津頭首工にて採水）とします。 

（２） 検査項目は、水質基準項目、水質管理目標設定項目及び市独自検査項目とします。 

（３） 水質基準項目等の省略については、過去の検査結果などに基づき、安全性を最優先に

考え設定します。 

（４） 検査頻度は、過去の検査結果などに基づき、項目ごとに頻度を設定し、検査を実施し

ます。 

（５） 浄水場及び水源の検査頻度については、それぞれの状況に応じて設定します。 

 

２ 水道事業の概要 

本市水道事業は、昭和１５年１０月に国の事業認可を受け、昭和１９年１２月から給水を

開始しています。その後５回の拡張事業を行い、第６次拡張事業では、これまで北部と南部

とに分かれていた計画給水区域を市内一円に統合し、現在に至っています。 

 なお、本市の給水状況は、次の表２－１のとおりです。 

 

表２－１：給水状況一覧 

   

（１）北部系統 

東有年浄水場（浅井戸）と原浄水場（浅井戸）の二つの水源を有し、有年地区(中山地区

富原を含む。)に給水しています。 

（２）南部系統 

木津第１水源地（浅井戸）並びに木津第２水源地（千種川河川水）及び真殿水源地（浅

井戸）を水源とし、北部系統以外の地区に給水しています。 

（３）水源地（浄水場）施設概要 

 ア 東有年浄水場（北部系統） 

東有年浄水場内の浅井戸から１日平均５５５㎥／日（令和６年度）を取水し、高度浄

水処理（エアレーション、紫外線処理）後に消毒剤として次亜塩素酸ナトリウム溶液を

注入し、東有年配水池、播磨台配水池及び横山配水池を経て、東有年及び西有年地区に

給水しています。 

イ 原浄水場（北部系統） 

原浄水場内の浅井戸から１日平均４６０㎥／日（令和６年度）を取水し、ｐＨ調整の

ため消石灰を、消毒剤として次亜塩素酸ナトリウム溶液を注入し、楢原配水池を経て、

区   分 内     容 

事 業 体 の 名 称 赤穂市水道事業 

計 画 給 水 人 口 ５０，０００人（令和６年度給水人口４３，８７４人） 

給 水 区 域 内 人 口 ４３，８７４人（令和６年度） 

計画一日最大給水量 ５５，９００㎥／日（令和６年度一日最大給水量３９，８４４㎥／日） 

一 日 平 均 給 水 量 ３２，５８５㎥／日（令和６年度） 
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有年原、有年楢原、有年横尾及び中山地区（富原）に給水しています。 

なお、経年劣化した水源地施設を令和６年度から２か年にかけて更新し、令和８年１

月からは、浄水方法を高度浄水処理（紫外線処理、エアレーション）及び塩素消毒（次

亜塩素酸ナトリウム溶液）に変更しました。 

           ウ 木津第１水源地（南部系統） 

木津水源地内の浅井戸から１日平均１４，０８１㎥／日（令和６年度）を取水し、高

度浄水処理（紫外線処理、エアレーション）後に消毒剤として次亜塩素酸ナトリウム溶

液を注入し、坂越配水池、大鹿谷配水池及び清水谷配水池を経て、坂越、木津及び砂子

地区等に給水しています。 

また、取水した一部を北野中浄水場等へも送水し、浄水場で高度浄水処理（紫外線処

理）後に次亜塩素酸ナトリウム溶液を追加注入して中央配水池及び隧道配水池に送水し

ています。 

      エ 木津第２水源地（南部系統） 

千種川の川底に設置した集水埋渠により、河川水を 1 日平均１７，４１４㎥／日（令

和６年度）取水し、北野中浄水場まで送水しています。 

北野中浄水場では、ポリ塩化アルミニウムを加えた凝集沈澱及び急速ろ過処理を行っ

ており、処理した水に消毒剤として次亜塩素酸ナトリウム溶液を注入し、中央配水池及

び隧道配水池等を経て、加里屋、尾崎、御崎、塩屋及び福浦地区等に給水しています。 

オ 真殿水源地（南部系統） 

真殿水源地内の浅井戸から１日平均２３０㎥／日（令和６年度）を取水し、ｐＨ調整

のため消石灰を、消毒剤として次亜塩素酸ナトリウム溶液をそれぞれ注入し、真殿配水

池を経て、中山、真殿及び周世地区に給水しています。 

 

３ 水源周辺環境及び水道水の状況 

本市では、名水百選に選定されるなど水質に恵まれた千種川の河川水及びその地下水を水

源としており、「赤穂市水道水源保護条例」に基づき、取水に係る地域の保全涵養を図り、

水質の汚濁及び水源の枯渇を防止し、水源の水質保全に努めています。 

この水源から取水した水を、適切な浄水処理によって、水質基準を十分満たした安全で良

質な水道水として供給しています。 

    しかし、千種川の水質汚濁、地下水の汚染要因になる物質及び水質管理上注意すべき項目

のほか、人為的なミスによる使用薬品及び使用資機材からの溶出など、注意すべき項目があ

ります。 

これらを表２－２に示します。 
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表２－２：原水の汚染要因及び水質管理上注意すべき項目 

水源名 東有年浄水場 

（地下水） 

原浄水場 

（地下水） 

真殿水源地 

（地下水） 

木津第１水源 

（地下水） 

木津第２水源 

（河川水） 

原水の 

汚染要因 

地質由来による汚染 

鹿・猪など野生生物の糞便による汚染 

降雨等よる濁水発生 

下水処理施設等からの

排水 

河川上流工業施設の事

故等による油、薬品の

流出 

水質管理

上注意す

べき項目 

 

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

フッ素及びその化合物 

有機フッ素化合物（PFAS） 

ｐH 値 

大腸菌・嫌気性芽包菌（クリプトスポリジウム指標菌） 

フッ素及びその化

合物 

有機フッ素化合物

（PFAS） 

ｐH 値 

大腸菌・嫌気性芽包

菌（クリプトスポリ

ジウム指標菌） 

硝酸態窒素及び亜硝酸

態窒素 

有機物 

蒸発残留物 

一般細菌・大腸菌 

 

４．水質検査地点 

 （１）給水栓（蛇口） 

    水源地ごとに配水系統が分かれているため、配水系統ごとに水質検査を実施します。 

    毎日検査（色、濁り、消毒の残留効果）については、巡回による検査は４か所（大泊、

清水工業団地、有年隣保館、住友大阪セメント受水槽）、自動水質監視装置による連続測定

（濁度、色度、残留塩素、pH）が管末６か所（北部配水区２か所（中島、横山））、（南部

配水区４か所（福浦、御崎、坂越小島、周世））で行います。 

    水質基準項目のうち月１回行う９項目（一般細菌、大腸菌等）については、配水エリア

の狭い真殿水源地からの配水については１か所、その他４つの配水系統については各２か

所で水質検査を行うこととし、合計９か所の給水栓で水質検査を行います。 

    水質基準項目のうち、令和８年度から追加される有機フッ素化合物（ペルフルオロオク

タンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA））を含む省略不可項目に

ついては、年４回行うものとし、配水系統ごとの５か所と「兵庫県水道水質管理計画」（以

下「県水質管理計画」という。）によって定められた監視地点の１か所を加えた６か所で水

質検査を行います。 

水質基準項目のうち省略可能項目（３年に１回）についても安全性を考慮し、年１回以

上、省略不可項目と同じ６か所で水質検査を行います。 

水質管理目標設定項目（農薬類１１５項目を含む。）については、北部系統、南部系統で

各１か所にて水質検査を行います。 

（２）浄水場 

    浄水処理が適正に行われていることを確認するために、水質自動監視装置（濁度、pH、

残留塩素濃度）で連続測定を行います。 
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（３）水 源 

    令和８年度から追加される有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）を含む原水基準４１

項目については、４水源（木津第１、東有年、原、真殿）と千種川で年１回、県水質管理

計画の監視地点である木津第２水源では、年２回水質検査を行います。 

    水質管理目標設定項目（農薬類１１５項目を含む。）については、県水質管理計画の監視

地点である木津第２水源で年２回水質検査を行います。 

  クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原微生物の指標菌検査は、地下水である４水源（木

津第１、東有年、原、真殿）及び補助水源（木津補助水源）で月１回、また、河川水であ

る１水源で年１回行います。 

クリプトスポリジウム、ジアルジアの耐塩素性病原微生物検査については、４水源（東

有年、原、木津第１、木津第２）と千種川で年１回行い、クリプトスポリジウム対策未実

施の１水源（真殿水源）で３か月に１回行います。 

これらを系統図に示すと、図１のようになります。また、水質検査の採水地点の一覧を

表２－３に示します。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

赤穂市（北部）                            赤穂市（南部）  

 

 

 

 

    ○◇ ▲■       ○◇ ▲■          ○◇ ▲■        ○◇ ▲■       ２回/年 △ ◇▲■     ◇■ 

 

 

 

                                              ○● 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     ● 連続測定地点 
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 ● ◎ ◇     ○ ● ◎ ◇ △             ● ◎ ◇    ○ ● ◎ ◇ △       ○       ◇ ● ◎ ◇２回/年  ◎ 毎月検査地点 

      ×           ×                    ×  ×                福 × × 御      ◇ 基準項目地点 

     ２           ２                      ２   ２                   浦 ２ ２ 崎      △ 管理目標設定項目 

     ヶ           ヶ                        ヶ   ヶ                 ヶ ヶ           （農薬 115 含む） 

     所           所                     所  所                   所 所    ▲ ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌   

                                                        ■ ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 

図１：水質検査地点の系統図 
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東有年配水池 
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北野中浄水場 

坂越配水池 
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中央配水池 隧道配水池 

坂越配水区 

千種川 

河川水 
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表２－３：水質検査採水地点一覧 

地  域 系  統 番号 種  別 採水地点 備  考 

北部系統 東有年浄水場 １ 原水（地下水） 場内  

２ 給水栓水 西有年 民家（管末） 

３ 給水栓水 西有年 東中野集会所 

４ 本管 西有年横山 横山加圧所(自動水質監視装置) 

原浄水場 ５ 原水（地下水） 場内  

６ 給水栓水 有年横尾 横尾山王神社 

７ 給水栓水 有年牟礼 中島集会所 

８ 給水栓水 有年楢原 有年隣保館(毎日検査) 

９ 本管 有年牟礼 中島集会所(自動水質監視装置) 

南部系統 木津第１水源地 

（木津補助水源） 

10 原水（地下水） 場内 中央第 1 送り送水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

11 原水（地下水） 場内 補助水源送水管 

12 給水栓水 坂越小島 民家（管末） 

13 給水栓水 高雄 高雄公民館 

14 給水栓水 清水工業団地 散水栓（毎日検査） 

15 給水栓水 坂越大泊 大泊集会所(毎日検査) 

16 本管 坂越小島 小島集会所(自動水質監視装置) 

木津第 2 水源地 17 原水（河川水） 場内  

18 浄水 北野中浄水場内  

19 給水栓水 御崎 民家（管末） 

20 給水栓水 福浦 福浦本町東集会所 

21 受水槽水 北野中 住友大阪ｾﾒﾝﾄ受水槽（毎日検査） 

22 本管 御崎 観光駐車場(自動水質監視装置) 

23 本管 福浦新田 旧加圧所(自動水質監視装置) 

真殿水源地 24 原水（地下水） 場内  

25 給水栓水 周世 周世集落営農ｾﾝﾀｰ 

26 本管 周世 周世第 1 児童遊園(自動水質監視装置) 

千種川 27 原水（河川水） 木津 木津頭首工 
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水道施設概要図 

木津水源地 

（第1・第2） 

 

東有年配水池 

北野中浄水場 

福浦配水池 

原浄水場 

東有年浄水場（東有年水源地） 

 

御崎配水池 
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５．水質検査項目と検査頻度 

 （１）水質検査項目 

    水質検査項目は、全基準項目とします。また、色、濁り及び消毒の残留効果に関する検

査も法令どおり行います。 

    水質管理目標設定項目についても、農薬類１１５項目を含め実施します。 

    さらに、水質基準項目や水質管理目標設定項目以外で、一般に関心の高い項目である病

原性生物（クリプトスポリジウム、ジアルジア）及び浄水処理上必要となる各種項目につ

いても検査を実施します。 

 （２）検査頻度 

   ア 給水栓（蛇口）【表３－１及び３－２】 

      給水栓における水質基準項目の検査は、従来、全国一律に義務づけられていましたが、

地域性を考慮し、水道事業体の状況に応じて検査頻度を減じることができるようになり

ました。 

なお、水道法では、過去３年間の検査結果により検査頻度を減じることができるとさ

れていますが、本市ではより安全を期することから、過去５年間の検査結果により判断

することとしました。 

過去５年間の水質検査結果から求められた検査頻度（シート A）をベースとし、以下

のフローチャートに基づき、水源地域の汚染状況や浄水方法等により検査の回数を決定

しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            －水質基準項目検査頻度設定のフローチャート－ 

     

 

 

シート B 

水源地域の汚染状況、環
境条件及び汚染の動向等
により検査頻度を検討 

   シート C 

浄水方法により項目ごと
に検査頻度を検討 

シート D 

送水、配水、給水の状況
及び資機材の使用状況等
により検査頻度を検討 

シート A 

過年度のデータの 
整理 (過去５年間) 

シート F 

検査頻度の
総合判定 

シート G 

水質検査計画に
おける水質検査
頻度の決定 

シート E 

薬品の使用状況により検
査頻度を検討 
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(ｱ) 基１一般細菌、基２大腸菌、基３９塩化物イオン、基４７有機物（全有機炭素）、基４８ｐＨ 

値、基４９味、基５０臭気、基５１色度、基５２濁度の９項目の検査は月１回行います。 

(ｲ) 検査頻度省略項目については、過去５年間における検査結果が基準値の１／10 以下の場合に 

は３年に１回、１／５以下の場合は年１回まで頻度を緩和できますが、基準値の１／10 以下の 

場合でも年１回は検査を行います。 

(ｳ) 色、濁り、消毒の残留効果、ｐＨ、水温及び導電率については１日に１回行います。 

(ｴ) 県水質管理計画において、監視地点となっている木津（千種川）系統の浄水である御崎地区 

の水質検査については、３年に１回の省略が可能な項目についても年２回行います。 

(ｵ) 水質管理目標設定項目（農薬類１１５項目を含む。）についても、北部水源である東有年浄水

場の配水区（西有年地区）と原浄水場の配水区（有年原地区）で交互に年１回行います。 

令和８年度は、原浄水場の配水区で行います。 

南部水源については、木津第１水源の配水区（坂越）で年１回行います。 

  (ｶ) 令和８年度から追加される基２０有機フッ素化合物（ペルフルオロオクタンスルホン酸

（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA））については、全６地区で年 4 回行います。 

イ 原水【表４－１、４－２】 

(ｱ) 原水基準項目（４１項目）は、浄水の過程における適正な水質管理を確保するために、東

有年浄水場、原浄水場、真殿水源及び木津第１水源で年１回行います。 

  木津第２水源については、県水質管理計画の監視地点であるため年２回行います。 

(ｲ) 水質管理目標設定項目（農薬類１１５項目を含む。）については、県水質管理計画の監視

地点である木津第２水源で年２回行います。 

(ｳ) クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原微生物の指標菌検査は、東有年浄水場、原浄水場、

真殿水源、木津第１水源及び補助水源（木津補助水源）で月１回、また、木津第２水源で

年１回行います。 

クリプトスポリジウム・ジアルジアの耐塩素性病原微生物については、紫外線処理設備

が未整備である真殿水源で３か月に１回、紫外線処理設備等の対策が整備済みである東有

年浄水場、原浄水場、木津第１水源及び木津第２水源と千種川で年１回行います。 

 

    

 

 

 



番号  定期検査項目
省略
可否

基本検
査頻度

西有年
地　区

有年原
地　区

周世地区 坂越地区 福浦地区 御崎地区

基１ 一般細菌 × 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月

基２ 大腸菌 × 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月

基３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基４ 水銀及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基５ セレン及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基６ 鉛及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基７ ヒ素及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基８ 六価クロム化合物 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基９ 亜硝酸態窒素 ○ 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基12 フッ素及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基13 ホウ素及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基14 四塩化炭素 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基17 ジクロロメタン ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基18 テトラクロロエチレン ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基19 トリクロロエチレン ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基20 PFOS及びPFOA × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基21 ベンゼン ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基22 塩素酸 × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基23 クロロ酢酸 × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基24 クロロホルム × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基25 ジクロロ酢酸 × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基26 ジブロモクロロメタン × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基27 臭素酸 × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基28 総トリハロメタン × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基29 トリクロロ酢酸 × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基30 ブロモジクロロメタン × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基31 ブロモホルム × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基32 ホルムアルデヒド × 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基33 亜鉛及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基34 アルミニウム及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基35 鉄及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基36 銅及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基37 ナトリウム及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基38 マンガン及びその化合物 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基39 塩化物イオン × 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月

基40 カルシウム、マグネシウム等（硬度） ○ 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基41 蒸発残留物 ○ 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月

基42 陰イオン界面活性剤 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基43 ジェオスミン ○ 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年

基44 2-メチルイソボルネオール ○ 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年

基45 非イオン界面活性剤 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基46 フェノール類 ○ 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 2回/年

基47 有機物（全有機炭素） × 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月

基48 ｐH値 × 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月

基49 味 × 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月

基50 臭気 × 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月

基51 色度 × 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月

基52 濁度 × 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月

表３－１：水質検査項目（給水栓）及び検査回数

藻類発生時
期に1回/月

＜水質基準５２項目＞
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番号  検査項目
西有年
地　区

有年原
地　区

周世地区 坂越地区 福浦地区 御崎地区 　    備　　考

目１ ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 1回/年 1回/年

目２ ウラン及びその化合物 1回/年 1回/年

目３ ﾆｯｹﾙ及びその化合物 1回/年 1回/年

目４ 1,2－ジクロロエタン 1回/年 1回/年

目５ トルエン 1回/年 1回/年

目６ ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) 1回/年 1回/年

目７ 亜塩素酸 1回/年 1回/年 ２回/年

目８ 二酸化塩素 1回/年 1回/年

目９ ジクロロアセトニトリル 1回/年 1回/年 ２回/年

目１０ 抱水クロラ－ル 1回/年 1回/年 ２回/年

目１１ 農薬類   (115項目) 1回/年 1回/年

目１２ 残留塩素 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日
消毒の残留効果確認の
ため毎日測定

目１３ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 基準項目と重複

目１４ マンガン及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 基準項目と重複

目１５ 遊離炭酸 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年

目１６ 1,1,1-トリクロロエタン 1回/年 1回/年

目１７ ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 1回/年 1回/年

目１８
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘ
ｳﾑ消費量）

1回/年 1回/年

目１９ 臭気強度（ＴＯＮ） 1回/年 1回/年

目２０ 蒸発残留物 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 1回/3月 基準項目と重複

目２１ 濁度 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 基準項目と重複

目２２ ｐＨ値 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 基準項目と重複

目２３ 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年

目２４ 従属栄養細菌 1回/年 1回/年 ２回/年

目２５ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1回/年 1回/年

目２６ アルミニウム及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 基準項目と重複

管１ 色 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 現場で測定

管２ 濁り 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 現場及び浄水場で測定

管３ 消毒の残留効果 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 現場で測定

管４ ｐＨ値 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 現場で測定

管５ 水温 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 現場で測定

管６ 導電率 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 現場で測定

※水質管理目標設定項目に加え、浄水の維持管理上必要な項目（管1～管6）を測定する。

表３－２：水質検査項目（給水栓）及び検査回数
＜水質管理目標設定２６項目＋市独自設定６項目＞
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番号  定期検査項目
東有年
浄水場

原浄水場
真　殿
水源地

木津第１
水源地

木津第２
水源地

千種川 備　考

基１ 一般細菌 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基２ 大腸菌 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 ２回/年 1回/年

基３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基４ 水銀及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基５ セレン及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基６ 鉛及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基７ ヒ素及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基８ 六価クロム化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基９ 亜硝酸態窒素 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基12 フッ素及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基13 ホウ素及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基14 四塩化炭素 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基16
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基17 ジクロロメタン 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基18 テトラクロロエチレン 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基19 トリクロロエチレン 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基20 PFOS及びPFOA 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年 有機フッ素化合物

基32 ベンゼン 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基33 亜鉛及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基34 アルミニウム及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基35 鉄及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基36 銅及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基37 ナトリウム及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基38 マンガン及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基39 塩化物イオン 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基40 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基41 蒸発残留物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基42 陰イオン界面活性剤 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基43 ジェオスミン 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基44 2-メチルイソボルネオール 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基45 非イオン界面活性剤 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基46 フェノール類 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基47 有機物（全有機炭素） 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基48 ｐH値 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基49 味 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基50 臭気 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基51 色度 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

基52 濁度 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

表４－１：水質検査項目（原水）及び検査回数
＜水質基準４１項目＞
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番号  定期検査項目
東有年
浄水場

原浄水場
真　殿
水源地

木津第１
水源地

木津第２
水源地

千種川 備　考

目１ ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 ２回/年

目２ ウラン及びその化合物 ２回/年

目３ ﾆｯｹﾙ及びその化合物 ２回/年

目４ 1,2－ジクロロエタン ２回/年

目５ トルエン ２回/年

目６ ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) ２回/年

目７ 亜塩素酸

目８ 二酸化塩素

目９ ジクロロアセトニトリル

目１０ 抱水クロラ－ル

目１１ 農薬類   (115項目) ２回/年

目１２ 残留塩素
消毒していないため検
査はしません。

目１３ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年 基準項目と重複

目１４ マンガン及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年 基準項目と重複

目１５ 遊離炭酸 ２回/年

目１６ 1,1,1-トリクロロエタン ２回/年

目１７ ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ２回/年

目１８
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘ
ｳﾑ消費量）

２回/年

目１９ 臭気強度（ＴＯＮ） ２回/年

目２０ 蒸発残留物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年 基準項目と重複

目２１ 濁度 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年 基準項目と重複

目２２ ｐＨ値 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年 基準項目と重複

目２３ 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） ２回/年

目２４ 従属栄養細菌
浄水処理過程や消毒過程で
の細菌の挙動を評価する指標
であるため、浄水で検査

目２５ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ２回/年

目２６ アルミニウム及びその化合物 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年 基準項目と重複

管１ 色 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 現場で測定

管２ 濁り 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 現場及び浄水場で測定

管３ ｐＨ値 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 現場で測定

管４ 水温 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 現場で測定

管５ 導電率 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 現場で測定

管６ アンモニア態窒素 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 ２回/年 1回/年

管７ ＢＯＤ ２回/年 1回/年

管８ ＳＳ ２回/年 1回/年

管９ 侵食性遊離炭酸 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年

管10 嫌気性芽胞菌 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1回/年

管11 クリプトスポリジウム 1回/年 1回/年 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年

管12 ジアルジア 1回/年 1回/年 1回/3月 1回/年 1回/年 1回/年

※水質管理目標設定項目に加え、原水の維持管理上必要な項目及び水源状況を把握するために必要な

　　項目（管1～管12）を測定する。

消毒副生成物のため浄
水で検査

表４－２：水質検査項目（原水）及び検査回数
＜水質管理目標設定２６項目＋市独自設定１２項目＞
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６．水質検査方法 

   本市の給水栓等における水質基準項目及び水質管理目標設定項目等の水質検査は、水道法第

２０条第３項に規定する「国土交通大臣及び環境大臣登録機関」に委託して行います。 

検査方法については、「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法」及び

「水質管理目標設定項目の検査方法」により行うものとし、それ以外の検査方法は、厚生労働

省水道課長通知及び上水試験方法（日本水道協会）等により行います。 

なお、毎日検査項目（色、濁り及び消毒の残留効果等）については、自己検査を実施します。 

 

７．臨時の水質検査 

水源等で下記のような水質異状があり、それに対応した浄水処理を行うことができず、給水

栓（蛇口）の水で水質基準値を超えるおそれがある場合は、直ちに取水を停止し必要に応じて

水源、浄水場及び給水栓などから採水し、臨時の水質検査を行います。 

（１）原因不明の色、濁り及び臭気など水質が著しく悪化したとき。 

（２）水源又は水源付近の河川に異状があったとき。 

（３）浄水過程に異状があったとき。 

（４）送配水管等の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。 

（５）原発事故等の影響により放射性物質が原水取水及び浄水過程において混入し、水道水 

中に検出されるおそれがあるとき。 

（６）その他、特に必要があると認められるとき。 

 

  臨時の水質検査は、水質異状が発生したときは、直ちに実施し、水質異状が終息し給水栓の

水の安全性が確認されるまで行います。 

 

 

８．水質検査計画及び検査結果の公表 

   水質検査計画は、毎事業年度開始前に作成し、計画やその結果は水質基準との適合状況を含

めホームページにて公表します。 

   また、検査結果を基に、必要に応じて水質検査計画の見直しを行います。 

   この流れを図２に示します。 
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９．水質検査の精度と信頼性保証 

   水質検査の検査項目は、多種多様にわたり、その測定も極微量レベルです。 

   水質検査の結果は、水道水の安全を保証する基礎となるもので、その測定値は正確で信頼性

の高いことが求められます。 

（１）水質検査の精度 

   原則として基準値及び目標値の１/１０に定量限界が得られ、基準値及び目標値の１/１０

付近の測定において、無機物では変動係数（ＣＶ）が１０％以下、有機物では２０％以下と

します。 

 

（２）信頼性の確保 

   本市では、水質検査の精度及び水質検査の測定値の信頼性を確保するため、正確かつ精度

の高い検査体制を整えており、その能力のある検査機関（水道法第２０条第３項に規定する

国土交通大臣及び環境大臣登録機関）に委託します。 

    

 

水質検査計画の策定 

検査の結果 

水質検査計画の検討 

 

 

お客様 

検査の実施 

検査の評価 

赤穂市上下水道事業 

国又は県との 

情報交換 

計画の公表 

見直し 

図２：水質検査計画の策定の概念図

図 

意見 

公表 



- 19 - 

  

（３）水質検査結果の評価 

水質検査は、水道水が満たすべき水質上の要件であり、全ての水道水において水質基準が

満たされる必要があります。 

したがって、検査結果の評価は検査毎に行い、水質基準を超えている場合には直ちに原因

を究明し、その対策を実施します。 

  

 

１０．関係機関との連携 

     水質汚染事故や水系感染症が発生したときは、兵庫県西播磨県民局県民躍動室環境課、

赤穂健康福祉事務所及び龍野健康福祉事務所等関係機関と情報交換します。 

また、兵庫県土木部河川整備課及び環境部水大気課、並びに千種川流域市町で組織され

た千種川流域水質緊急時連絡通報網を活用し、情報交換するとともに、連携した現地調査

と適正な浄水処理を行い、水道水の安全を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先  赤穂市上下水道部水道課浄水係 

                      〒６７８－０２３２ 

                      赤穂市中広１８６２番地 

                      TEL ０７９１-４３-６８８９ 

                      FAX ０７９１-４５-２９１０ 

                      E-mail josui@city.ako.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


